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研究ノート

低所得世帯における社会保険と

生活保護の現状に関する研究

河口 洋行*l 井伊 雅子*2

抄 録

本研究は､公的医療保険に未加入或いは未納で公的医療保険が利用できず､一方で生活保護制度の医療扶助も利用でき

ない世帯の実態を所得再分配調査の個票を用いて分析するものである｡

本研究では､まず医療保険料の不払い世帯を擬制的に実質的な無保険者とみなして､その世帯を特定した｡一方で､生活

保護の受給世帯をその他社会保険給付の金額から特定した｡その上で､公的医療保険が利用できず､かつ生活保護を受給

していない世帯を独自に ｢谷間世帯｣と定義した｡この谷間世帯について､それ以外の非谷間世帯と基本統計を比較する
とともに､谷間世帯か否かダミー変数を禎説明変数としてプロビット分析を実施し､谷間世帯になる要因を探った｡

その結果､この谷間世帯は全サンプルの約12.7%と､先行研究に比して妥当な水準となった｡併せてプロビット分析の

結果､社会保険への未加入･未納に関する先行研究が確認している流動性制約仮説は､本研究でも支持されたOそのはか

に､谷間世帯になる可能性は､短期雇用などの不安定な雇用環境の場合には高まり､世帯人数が多いことや母子世帯であ

ることは低まることが示唆されたO更に､サンプルを箕国世帯に限った場合には､その他の条件が一定であれば年齢が低
いほと谷間世帯になりやすいことが示された｡

キーワード:医療保障､未加入･未納者､谷間世帯

I.はじめに

(1)背景

我が国の社会保障制度の基底をなす生活保護制

度における支出が近年増大 してきている｡ しか

し､日本の補足率は先行研究によれば他の先進国

に比 して低 く､低所得であ りながら生活保護制度

を受給 していない世帯が多 く存在 しているとされ

ている｡一方､公的医療保険制度においては皆保

険制度でありながら､未加入や未納の割合が増加

してきている｡例えば､国民健康保険制度におい
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て保険料未納が一年以上継続 した場合には､保険

証から資格証明書に切り替えられ､患者は医療機

関の窓口で医療費を一旦全額負担する必要があ

る｡このような場合に､生活保護制度が利用でき

なければ､実質的に公的な医療保障が利用できな

い状態になっていると考えられる｡

従って､わが国は公的医療保険制度を皆保険体

制としているものの､低所得世帯において社会保

険を利用できず､一方で生活保護受給の条件を満

たすことな く (あるいは希望せず)､2つの社会

保障制度の谷間におちて､必要な医療保障を受け

られない世帯が増加 している可能性が考えられる｡

もしこのような社会保険制度と税制度の狭間が

拡大 している場合には､国民が公的な医療保障が

利用できない問題に加えて､受診抑制によって重
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症化し､最終的には生活保護制度等からの医療費

支出がかえって増大する可能性がある｡更に､重

症化の過程で資産 ･貯蓄等を使い果たすことによ

り1王1'､一旦生活保護制度を受給 し始めると長期

化し､生活保護からの脱却が妨げらjlるという問

題も起きることが想定される｡

ここで注意が必要なのは､同じ社会保障制度の

年金と医療が異なるのは､年金の場合には同様の

状態であっても未受給者が発生するだけである

が､医横の場合には重症化や受給長期化により､

節減できた医療費が却って増加してしまうという

問題が生じる点であるO

(2)先行研究

¢)公的医療保険制度の未加入の要因分析に関する

先行研究

日本の公的医療保l;鋸剛度では､全ての国民に職

域又は地域に応じて公的医療保険を割 り当て､加

入を義務付けている｡しかし､地域保険において

は本人が加入手続きを取らなかったり (未加入)､

保険判の支払いを怠ったり (未納)することによ

り実質的な撫保険者が生まれる余地を殆 してい

るL,小椋 ･角田 (2000)l'は､源泉徴収を行って

いない自営業などの世帯では社会保険負担の急速

な増大が納付率を2割以上低下させ､若い世代を

中心に社会保険からの ドロップアウトを発生させ

ていると指摘しているO

このような社会保険への未加入 ･未納に関する

先行研究は国民年金を中心に数多 く行われてい

る｡ しか し､公的医療保険制度については､鈴

木 .大日 (2000)21や湯EEl(2006)3-など先行研究

は少ない｡鈴木 ･大日 (2000)は､ランダムサン

プリングした544名に対するユニークなアンケー

ト調査を実施している｡当該調査の設問で､現在

｢自分の名前が入った惟廉保険証はない｣或いは

｢資格証明書を持っている｣と回答した人を ｢実

質的な無保険者｣としており､該当する19名の割

合は全サンプルの3.5%であった｡あわせて､こ

の実質的な無保険者を被説明変数としたプロビッ

ト分析により､無保険者選択関数を推定した結

果､世帯所得が低いほど､無就業状態であるほ

ど､事実上の撫保険者になりやすいことを確認し

ているC.

湯田 (2006)は､｢消費生活に関するパネル調

査｣の1993年から2001年の9年分のパネルデータ

を用いて､774人の女性 (観測数は2412)のデー

タを分析している｡尚､本研究のサンプルは若い

女性が中心で所得水準は低い可能性があることに

注意が必要である｡設問で､｢あなたは健康保険

に加入していますか｣という貸間に対して､｢どれ

にも加入していない｣と回答したサンプルを未加

入者とし､該当する98人はサンプル全体の12.7%

となっていた｡この未加入選択に関する要因を分

析したところ､惟靡.保険料が高いほど未加入の確

率が高くなることが示さjtている｡但し､これら

の先行研究では､生活保護を受給している場合に

も健廉保険証を保有しない点は考慮されていない｡

壇)生活保護制度及び社会保険制度に関する先行研究

社会保障制度において､最後のセーフティネッ

トとして生活保護制度があり､このなかの医療扶

助が医療費を保障する仕組みになっている｡しか

し､現実の運用では生活保護制度は所得以外にも

｢補足性の原理｣があり､その条件を満たさない

場合には受給できない｡また､スティグマ等によ

り敢えて申請を行わないという選択も可能である｡

生活保護に関する研究としては､生活保護制度の

補足率 (低所得世帯のカバー率)を推計した先行

研究が挙げられる.例えば､駒村 (2003)j-は1999

年の捕捉率を18,5%､橘木 ･浦川 (2006)5'は1995

年から2001年までの捕捉率を16.3%～19.70/.と推計

している｡つまり､低所得世帯の約8割は生活保



護基準に該当するような低所得であっても､生活

保護を受給 していない場合が多いのである｡ま

た､生活保護制度に着目して､その実態や問題点

については､阿部 ･国枝 ･鈴木 ･林編 (2008)6'が

詳細な分析を行っている｡この中に収められてい

る阿部 (2008)I-は､国民年金の未加入 ･未納問題

と生活保護について､鈴木 (2008)8-は､生活保護

制度とEl民健康保険制度について分析を実施して

いる｡このように社会保険制度と生活保護制度の

関係を具体的なデータを開いて分析 した研究は､

この2つが見られるだけである｡

この鈴木 (2008)は､様々なデータを引用しな

がら､実質的な無保険者が医療費の10割負担をし

なければならないため受診抑制し､最終的には生

活保護制度を受給する可能性を示唆している｡そ

の対策として､公的医療保険側の生活保護-制度へ

の ｢ただ乗り｣を防止する為の財政調空室などの必

要性を指摘している0-万で､公的医療保険の未

納 ･未加入についての先行研究が少なすぎ､より

詳細な調査 ･研究 ･政策評価が必要としている｡

(3)研究の目的と構成

本研究の目的は､｢未納や未加入により公的医

療保険制度を利用できない一方で､生活保護制度

の受給基準またはその運用が厳格なため受給でき

ず (希望せず)､実質的に公的な医療保障を利用

できない世帯｣を ｢谷間世帯｣と独自に定義し､

この谷間世帯の実態を把握することによって､生

活保護制度と公的医療保険制度の一体的な改革に

ついて示唆を得ることである｡

このため､本研究では2005年度所得再分配調査

の個票データを用いて､谷間世帯を把握しその特

性を検証する｡所得再分配調査の対象には単身世

帯も含まれており､比較的低所得な世帯も多いこ

とから､貧困に関する分析に適している (阿部,

2006)｡'｡
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具体的には､以下の3つの手順により分析を行

う｡第一に､所得再分配調査の個票から生活保護

受給世帯を一定の条件に従って特定する｡第二

に､同じ個票から公的医療保険を利用できない実

質的な撫保険者を特定する｡第三に､第二の公的

医療保険の利用をしておらず､かつ生活保護を受

給していない世帯を ｢谷間世帯｣として､その実

態を把握する｡

本研究の特徴は以下の3点である｡第-点は､

公的医療保険の未加入者に関する分析に､生活保

護受給の情報を加えて､より正確な鯉保障の状態

を把握することである｡例えば､｢保険証を有し

ていない｣或いは ｢健康保険に加入してない｣状

態であっても､生活保護制度を受給している場合

には､公的な医療保障は制度としては利用可能で

ある｡第二点は､より低所得世帯の補足に適した

データを用いている点である｡公的医療保険に関

する先行研究ではユニークなアンケー ト調査や､

若い女性中心のデータが用いられているが､本研

究では単身世帯を多く含み､低所得世帯の実態分

析に適していると言われている所得再分配調査を

利用している｡第三点は､全サンプルに加えて､

貧困世帯について特にサブサンプルを設けて分析

を実施している点である0

本研究の構成は以下のとおりであるO本項では

研究の背景と目的について説明したO第2節では

分析データについて説明する｡第3節では､分析

方法について解説を行う｡第4節では分析結果を

示し､第5節では本研究のまとめと研究の限界を

述べているO

Ⅱ.分析データ

(1)2005年度所得再分配調査の概要

本研究では2005年度の所得再分配調査の個票を

用いて分析を実施するO所得再分配調査のサンプ
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ルは､全国を500単位区に分け層化無作為抽出し

た上で注2-､抽出された当該地区内の全世帯を調

査している｡2005年度は2004年7月～8月の調査

期間に9.409世帯に訪問による面接調査が実施さ

れ､データを得 られたのは6,788世帯で回収率は

60.6%であった｡但し､当該調査では寮 ･寄宿舎

等の単独世帯を調査対象として含んでいないこと

に注意が必要である｡調査項目は､主に以下の4

項 目である｡第一に世帯及び世帯員属性で､年

齢 ･所得 (世帯主の雇用者所得､財産所得､事業

所得､可処分所得等)などである｡第二に､社会

保障負担で､年金 ･医療 ･介護等の社会保険料の

支出額である｡第三に､税負担で主に所得税等の

直接税額を聞いている｡但し､消費税などの間接

税を含んでいない｡第四に､社会保障制度の給付

である｡各種年金 ･失業手当 ･生活保護給付注3'

などの現金給付と､医療 (保険給付額)･介護 (煤

険給付額)･保育 (保育料)などの現物給付の金

額を聞いている｡現物給付では､正確な金額の把

握が困難なため､医療については年間の医療機関

への受診日数を調査し､当該日数に平均単価を乗

ずることによって推計を行っている｡

(2)所得の定義と貧困世帯の設定

所得再分配調査では､各種の所得の合計額を

｢当初所得｣(各種所得+仕送り+企業年金 ･個人

年金等+その他所得+生命保険 ･損害保険の保険

金)と呼んでおり､2005年度の平均値は465.8万

円であった｡この当初所得に社会保障給付のうち

現金給付部分を合計したのが､｢総所得｣(当初所

得+公的年金+雇用保険給付金+その他社会保障

給付金)である｡2005年度調査の総所得の平均値

は569.8万円 (当初所得の122%)となっている｡

この ｢総所得｣から拠出 (税 ･社会保険料)を差

引き､社会保障制度の現物給付の現金換算額を加

えたものが ｢再分配後所得｣(可処分所得+医療

[現物給付]+介護 [現物給付]十保育 [現物給

付])である｡この再分配所得の平均値は､549.5

万円 (当初所得の118%)であった (図 1)｡

本研究では､上記の再分配所得を世帯人数で調

整した ｢等価再分配所得｣を用いて､相対的な貧

困線を設定し､貧困線以下の世帯を ｢貧困世帯｣

と定義する｡尚､貧困線は等価再分配所得の中央

値の50%に設定している｡

(3)生活保護世帯の特定

(カ先行研究から見られる実績

所得再分配調査には ｢生活保護給付｣の項目が

2002年まで存在していたため､サンプルに占める

割合やその所得水準を比較することが可能であ

る｡府川 (2006).0'は1987年度から2002年度まで

の所得再分配調査を用いて､貧困線の算出､貧困

世帯の割合､生活保護世帯の割合を詳細に分析し

ている｡

表 1によると､2002年時点での貧困線以下の世

帯数は全世帯数の15.5%を占めていた｡2005年の

データを用いて筆者が府川 (2006)と同じ等価基

準で貧困世帯の割合を算出したところ16.5%に上

昇していた｡但し､府川 (2006)は等価所得を算

出する際に世帯所得を世帯人数で割戻す等価換算

方法がOECD方式と異なっている榊 'oこの点を

考慮して筆者がOECD方式での等価所得を算出す

ると､貧困世帯の割合は18.8%に上昇した｡つま

り､我が国では約15%～19%程度の世帯が貧困世

帯に該当すると考えられる｡

府川 (2006)は､この世帯の中で生活保護を受

給している世帯の割合を1987年から2002年まで算

出している｡その結果､生活保護世帯の全世帯に

占める割合は0.6%から1.4%となっている｡さら

に､貧困世帯における生活保護の受給率は2.0%

から4.8%までの間で､非常に低いことが指摘さ

れている｡つまり貧困世帯の95%超は生活保護を
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当初所得465.8万円 (100%)

拠出(209%) 受給 (38.9%)
税金 社保科 所得 現金 (年金等)

現物 (医療等)9.7% ll.2%

21.3% 4.2%l再分配所得54

9.5万円(118%)】総所 得

569.8万円(122%)l出所)2005

年度所得再分配調査より筆者作成図1 当初所得

､再分配所得､総所得の関係表 1 貧困線

以下の世帯と生活保護世帯の関係1987 1990 1993 1996 1999 2002

2005 2005*等価所得貧困線(年間所得) 89.6万円 103.5万円 120.5万円 127.4万円 127.0万円

119.5万円 130.8万円 152.9万円貧困線以下世帯/総世帯 ll.9% 14.1% 13.8%

14,2% 15,6% 15,5% 16.5% 18.8%貧困線以下世帯人口/総世帯人口 10.5% l1,

9% ll.4% 12.3% 13.7% 13.1% 14.2% 14.9%貧困線以下世帯平均所得

/貧困線 69,2 65.6 66.8 66.2 65.0 65.7

64.8 63.7生活保証世帯/全世帯 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0,6%

1.4%生活保護世帯平均所得/貨同線 101.2 105.6 91.6 102.1 105

.5 107.4生活保護世帯平均所得/全世帯平均所得 44.8% 45.6% 39.7

% 44.3% 45.5% 45.8%貧的線以下の生活保護世帯/貧困線以下世帯 4.8% 3

,2% 3.7% 2.1% 2.0% 3.8%貧困

線以下の生活保護世節/生活保証世帯 47.2
% 47.6% 62.0% 50.0% 49.0%

43,1%注1)貧困線は等価所得で調整した再分配所得の中央値の50%の所得額注2)貧困繰以下の
世帯数は等価所得でみた世帯数注3)貧困繰以下の世帯人口は等価所得

でみた世帯に属する人口数注4)等価所得の等価基準は世帯人数1人の場合に1､2人目以降05(但 し､15歳未
満は04)を用いている注5)2005年*場合の等価基準は世帯人数の05

乗を用いている注6)2005年より所得再分配調査の項目から生活保護給付金鞍の項目がそ
の他に含まれたtL:め算出できなかった出所)府川 (2006)P153表6-3に2005年分を筆

者が加筆修正受給していないということである｡また､生活保 ②本研究による生活保護受給世帯の特定

護を受給している世帯で貧困線以下の世帯は43.1 谷間世帯を補足するための予備的作業として､

%から62.0%となっており､生活保護世帯の約半 2005年度所得再分配調査の個票を用いて

､以下の数は貧困世帯よりも高い再分配所得を得ているこ 3つの条件を設定して生活保護世帯を推定し
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第二に当該その他給付金の受給世帯のうち､｢障

害保障年金｣及び ｢児童手当等｣を受給する場合

の予想金額とその他給付金が同じ世帯を除いた｡

第三に残りの世帯のうち世帯毎に推計した最低生

活費と認定所得の ｢差額｣と ｢その他給付｣の金

額がほぼ一致した世帯を生活保護受給世帯とした

(推計方法の詳細は補講 1参照)｡但し､最低生活

費を算出する際には､生活扶助と住宅扶助を除く

6種類の扶助及び母子加算及び老齢加算以外の6

種類の加算を考慮していない｡従って当該手法で

は生活保護受給世帯数に下方バイアスがかかって

いる可能性がある｡この結果､生活保護を受給し

ている世帯数は89世帯と推定され､全世帯に対す

る生活保護世帯の割合は1.56%となった｡

(4)公的医療保険制度を利用できない世帯の

捕捉

次に､一定の条件から公的な医療保険制度が利

用できない世帯を特定した｡所得再分配調査で

は､当該世帯が ｢保険料を滞納しているか｣I｢資

格証明書に切り替えらjlているか｣などの情報を

得ることができない｡このため､公定医療保険料

を支払っていない世帯を擬制的に､未加入 ･未納

世帯とみなし､実質的に公的医療保険を利用でき

ない世帯と考える｡

この点について以下に説明を加える｡日本の公

的医療保険制度では全国民は職域保険と地域保険

に強制的に割り振られることになっている (加入

資格に年齢要件はない)｡職域保険としては大企

業向けの ｢組合管掌性癖保険｣や中小企業向けの

｢協会けんぽ｣がある｡地域保険としては､｢国民

健康保険｣などがある｡

これらの公的医療保険制度は､特殊な場合を除

いて保険料の支払いを義務付けている｡このた

め､職域保険においては､災害時に政令等で免除

を特別に指示された場合を除いて､免除制度は原

別として存在しないとされている｡また､国民健

康保険制度では､保険料を最大7割まで減額する

制度はあるものの､統一的な免除制度は存在しな

い｡但し､自治体によっては､災害などの特殊な

事情がある場合の全額免除制度を設けている場合

がある｡しかし､免除のための具体的な基準は明

示されていない場合が多い (詳細は補論2参照)｡

尚､具体的な国民健康保険料 (梶)の免除金額

を､2004年度国民健康保険事業状況報告書 (厚生

労働省)でみると､467千円で同年度の保険料総

額の0.0000326%に過ぎない｡
このような制度設計がなされているため､全て

の世帯はなんらかの公的医療保険制度に加入して

おり､公的医療保険料の免除制度はほぼないと考

えらjtるOそして､医療保険料を支払っていない

世帯は､公的医療保険制度に非加入又は未納の状

態にあると考えて大きな問題はないと思われる｡

但し､｢育児休業 ･介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律｣により､育児

休業中の社会保険料は免除されているが､本研究

ではこの点は考慮されていない｡併せて､緊急避

錐的に保険料支払いを猶予することを保険者と合

意しており､後日支払う約束になっている場合も

考慮されていない｡従って､本推計方法による撫

保険状態の世帯の推定数には上方バイアスがある

可能性が高い｡

このような雅計方法により特定した医療保険料

不払い世帯である590世帯を､公的医療保険を利

用できない世帯とみなすと､全体の10.35%であ

った｡このうち貧困世帯では332世帯となり､貧

困世帯に占める割合は30.97%とかなり高い割合

となった (表2)｡尚､本研究で推計した保険料

不払い世帯の割合である10.35%は､鈴木 ･大日

(2000)の1999年時点での実質的な無保険者の割

合3.5%より高 く､湯田 (2006)の国民健康保険

の末加入率12.7%より低い水準となっている｡併



せて､本研究で推計した生活保護世帯の割合は

1.56%で､府川 (2006)が推計した2002年度の1.4

% (表 1)と近い水準であった｡

(5)生活保護制度と公的医療保険制度の谷間

世帯の特定

本研究では､前節の医療保険料不払い世帯のう

ち生活保護を受給している世帯を除いた残りの世

帯を､｢事実上､公的医療保障を受けられない谷

間世帯｣として捉える｡この谷間世帯の割合は､

全世帯で8.79%､貧困世帯で27.24%に上った (義

2)｡

表2 医療保険不払い世帯と生活保護受給世帯の

世帯数と割合

1朋l,=類丑?. 仝世滞 うち貧困他

端医瞭保椀料不払世帯 590
332(母数に占める割合) 10.35%

30.97%生活保護一受給fiI_-節 (推',JLI

E) 89 40(母数に占める側合)

i.56% 3,73%谷rH=JIL1.
.;iHi数 501 292(付政に占める測/.JLi) 8.79%

27.24%母数 5698 1072

出所)2005年度所得再分配調査より筆者作
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この谷間世帯の特性を該当しない非谷間世帯と

比較して確認しよう (表3)｡世帯属性について

は､世帯主の年齢は谷間世帯の平均値59.9歳に対

して非谷間世帯は57.7歳とほほ同水準であった｡世帯人数は谷間世帯が1.76人､非谷間世帯が2.88

人と1.12人少なかった｡高齢者世帯の割合や単身

世帯の割合も谷間世帯の方が高くなっている｡居

住地に関する情報では､大都市や15万人以上の都

市に居住している割合もあまり差は見られなかっ

た｡一方､当初所得の水準は谷間世帯が108.8万

円に対して非谷間世

帯は499.1万円と5倍程度の開きがあった｡

雇用条件については､自営業の割合は谷間世帯が0.103と非谷間世帯の0.135より低いものの大

きな差は見られなかった｡所得を伴う仕事を持た

ず､年金も受給していない世帯 (糎職かつ年金受

給なし)の割合は､谷間世帯で12.4%と非谷間世

帯の2.4%の約5倍であった｡1年以内の短期雇

用で年金を受給していない世帯 (短期雇用かつ年

金受給なし)の割合は､谷間世帯で6.2%

で非谷間世帯の2.0%の約3倍であった｡変放 谷F指=JIIi:柿 非谷けりlii.;;T,

;属性 牡;FT,=主年齢 (チ)

59.9 57,7世帯人数 (人) 1.76 2.8

8他;Hf主女牲1ノゝl=l/ゝロ 48,3% 17.5%拭齢者liHli=!
44,796 19_5%母子世;;1

1=<i!l 1.7% 1.ヰob単身世;.ri'i剖

55.9% 18.4%鰐仕地 大都市居
住{1∠ゝにl居住割合 20.6% l 19.00615万以上郁fF 31.3

% 28.2%所得 当初所得 (万円)
108.8 499,I総所得 (万円)

191.7 605.1罷用 解職

世帯割合 53.806 20.3%1年以内の短期確用割合 8.0% 4.596

自営業割合 10.30ム 13.5%年金,受給解 し割合 38.1% 49.906
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従って､谷間世帯は､所得が低く世帯人数が少

なく雇用が不安定で､高齢者世帯や単独世帯が多

い傾向がある｡一方で､世帯主の年齢 ･居住地 ･

母子世帯の割合は大きな違いは認められなかった｡

Ⅲ.分析方法

(1)プロビット分析の分析モデル

谷間世帯になる世帯の要因を探るため､以下の

ような潜在変数モデル (latentvariablemodel)

を用いて分析を実施する｡

【
y,-a+blA,+b2G.+b3F,+b4M,+b5I,+b6D,

+b7S,+b8BI+E,

y,=1 ify.※>O

J,I-0 if_V,-≦0

但し､y,*は観測できない潜在変数 (latentvari

able)であり､J,rは実際に観測される変数で､谷

間世帯である場合は1､それ以外は0を取る｡ま

た､各説明変数は､世帯主の年齢 (Jt),世帯主

の性別ダミー (G,),世帯人数 (F,)､母子世帯ダ

ミー (M,)､世帯所得 (I,)､撫職 ダミー (D.)､

短期雇用ダミー (S,).自営業ダミー (B,)であ

る｡bl-b8は各説明変数の係数で､ 8.は誤差項で

あるOここでは､誤差項は互いに独立で同一の正

規分布N(0, cT-I)に従うと仮定して､プロビ

ット分析を行う｡

(2)説明変数の選択理由

先行研究においては､流動性制約仮説を検証す

るために､所得 ･資産 ･就業状況の変数を用いて

いる｡しかし､本研究のデータでは資産に関する

変数 (資産変数)を利用できないため､所得及び

就業状況の及ぼす影響を分析するO従って､所得

が低く就業していない世帯においても資産額が多

い場合には､流動性の状態を正確に把握できない

可能性がある｡尚､大日･鈴木 (2000)では資産

変数 (資産)の係数は統計的に有意ではなく､湯

田 (2006)でも資産変数 (金融資産保有額)の係

数は統計的に有意ではなかった｡

説明変数のうち世帯所得については､世帯の当

初所得に社会保障制度からの現金給付をあわせた

総所得の対数変換値を用いた｡説明変数のうち就

業形態については､無職ダミーは､年金を受給し

ておらず無職である世帯の場合に1を､その他の

場合に0を取るダミー変数である｡短期雇用ダミ

ーは､同じく年金受給がなく1年末潤の短期雇用

の世帯の場合に1を､その他の場合に0を示すダ

ミー変数である" 5'.資産の変数が欠けているこ

とに留意は必要なものの､所得水準が低く､無職

又は就業状況が不安定なことが谷間世帯となる要

因である場合には､b5の符合は負､b6及びb7の

符号は正が予想される｡

自営業ダミーは就業形態が自営業の場合に1

を､その他の場合に0を取るダミー変数である-上6-0

自営業の世帯は､被雇用者に比して一般的に所得

の補捉が困難なことから､保険料負担が実際の所

得に比して低 くなっていれば谷間世帯になりにく

いため､係数 (b8)の符号は負になることが予

想される0-万で､被雇用者よりも手続き的に未

加入 ･未納が選択しやすいと考えると､谷間世帯

になりやすいため､係数 (b8)は正になると予

想さjtるO

説明変数のうち世帯主のiF& .性別 ･世帯人数

については､世帯の特性を制御するものである｡

世帯主の性別ダミーは女性の場合は1､男性の場

合には0を取るダミー変数である｡世帯人数は､

同一世帯に属する人数で世帯の規模を示すと考え

られる｡母子世帯ダミーは､女性の親とその子ど

もの世帯の場合は1､その他の場合には0を取る

ダミー変数で､特に生活が困難な世帯特性を示し
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表4 分析に用いた変数の基本統計量

平均値 標準偏差 最小値

最大値谷間世帯ダミー 0.088 0.2

79 0 1世帯主年齢 57.853 1

5.855 17 97世帯主性別ダミー

0.201 0.401 0 1世帯人数 2.784 1.507 1 10

母子世帯ダミー 0.015 0.120 0 1総所得 (対数値) 6.007 0.907 0.69

8.62無職×年金撫しダミー 0.033 0.

177 0 1短期雇用×年金顕 しダミ

ー 0.024 0,152 0 1自営業ダミ- 0,132 0_339 0 1

出所)2005年度所得再分配調査より輩者作

成ている｡もし､母子世帯が谷間世帯にな

りやすい場合には係数 (b4)は正になり､一

方生活保護等を受けやすい場合には係数 (b4)

は負になると考えられる｡(3)推計方法

の妥当性本研究では､谷間世帯となる要因につ

いて､世帯属性､世帯所得､就業状況の変数を用

いたシンプルなプロビット分析を採用した｡この

ため､先行研究に比して適切な説明変数

の省略の問題を抱えており､内生性及び不均一分散

の問題について考慮していない点に注意が必要で

ある｡先行研究では､｢健康状態を示す変数

(以下､健廉変数)｣及び ｢民間保険への加入状

態を示す変数 (以下､民間保険変数)｣を説明変

数として用いている｡しかし､本研究ではデー

タの制約からこの2つの重要な説明変数が利用で

きない｡このため､健康水準が高ければ保険料が

割高になり､公的医療保険に加入しないという

｢逆選択仮説｣､及び民間医療保険

が公的医療保険を代替しているため加入しないという

｢民間保険代替仮説｣については検証できなかっ

た｡先行研究では､大日･鈴木 (2000)は､無

保険選択関数の健康変数 (健康状態)の係数は正でP 値はO,086で､民間医療保険加入関数の無

保険者変数 (事実上の無保険者)の係数は正で統

計的に有意ではなかった｡湯田 (2006)では

健康変数(不健康ダミー)は有意でなかったもの

の､民間保険変数 (民間保険加入ダミー)は負で

有意であった｡従って､これらの変数の推定結果

は必ずしも一致していないが､本研究の分析モデルに健康変数及び民

間保険変数が含まれていない点については､適切な説明変数の省略 (omittedva

riables)の恐れがあることに留意が必

要である｡さらに､健康変数については公的医

療保険に加入しない為に健康状態が影響を受ける

という点で､民間保険変数については公的医療保険に加入し

ない為に民間医療保険への加入が影響を受けるという点で､推定上の同時性 (simultane

ity)の問題が生じる可能性がある｡しかし､

本研究ではこれらの2つの変数を分析モデルに含まないた

め､推定上の内生性の問題は深刻化していないか

もしれない｡尚､分析にはL

imdep8.0を使用した｡それぞれの変数
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表5 谷間世帯となる要因に関するプ田ビット分析

全サンプル世帯 貧困世帯の

み係数 標準誤差 係数 標

準誤差定数 2.0324 0.2328 … 0/7195

0.3725世帯主年齢 -0.0008 0.0017 A.(氾

72 0.2227 …世帯主性別ダミー 0.2027 0.0666 … 0

.2443 0.1018 "世帯人数 -0.0654 0.025

9 A.1412 0.0424母子世帯ダミー A).5708 0.21

44… -0.6894 0.2421総所得 (対数値) -0.5844

0.0353 -0.1632 0.0673錬耽 ×年金解 しダミー 0.2

758 0.1149 … 0.2063 0.1563短期雇用×年金解しダミー

0.3346 0.1371 0.1451 0.1751自営業ダミー -0.0237 0.0852 -0.2466 0.131

4観測数 5698 1072x2乗統計韮 P値 x2釆

統計塩 P値適合度検定 5137.3 1.000 1097.5 0.219注)●有意水準10%､●●有意水準5
%､■■■有意水準1%で統計的に有意出所)

分析結果より筆者作成得水準が低い貧困世帯

のみのサブサンプルについても同じモデルでプロビ

ット分析を実施した (表5)｡全世帯のサンプル

では､世帯主の性別ダミー変数の係数の符号は正で

､世帯人数では係数の符号は負で､ともに統計的

に有意になった｡これは､世帯主が女性で､世帯

人数が少ないほど谷間世帯になりやすいことを示して

いる｡世帯人数の結果は､大日･鈴木 (2000)の

｢被扶養者の有無｣及び湯田 (2006)の ｢同

居人数｣の結果と整合的である｡一方､母子世帯

ダミーの係数は､負で統計的に有意となった｡こ

れは､生活保護の受給Lやすさが影響を及ぼして

いると考えられる｡世帯所得の係数は負で統計的

に有意となった｡この結果は､所得水準が低いほ

ど無保険状態になるという先行研究の結果と整合的

である｡あわせて､就業形態を示す ｢無職ダミー

｣及び ｢短期雇用ダミー｣はともに正で統計的に

有意となり､就業状態が不安定であることが谷間世帯

の要因の一つであることが示唆された｡この結果

は大日･鈴木 (2000)の ｢昨年の就業状

態 (無就業の場合には1)｣の結果 と整合的であった｡自営業 ダミーは湯田 (2006)と同様に､統計

的に有意とならなかった｡一方､サンプルが貧

困世帯のみの場合では､世帯主年齢が負で統計的

に有意になり､その他の条件が同じであれば､年齢

が低い方が谷間世帯になる確率が高いことが示さ

れた｡また､｢無職ダミー｣及び ｢短期雇用ダ

ミー｣の係数はともに符号は正であるが統計的に

有意ではなくなっており､絶対的な所得水準が低

い貧困世帯の場合には､雇用

形態の違いは谷間世帯になるか否かにあまり影響を与えない

結果となった｡尚､対数尤度は､全世帯のサンプルで

は-1303.44で､貧困世帯のサンプルでは

-555.44であった｡尤度比検定では､全ての係数がゼロという帰無仮

説は有意水準1%

で両群ともに棄却された｡V.まとめと今後の

課題(1)まとめ本研究では､｢低所得

で社会保険料を支払うことがBl稚な一方で､



｢谷間世帯｣)｣を把握 し､その特性を分析 した｡

分析方法としては､所得再分配調査を利用して一

定の条件を設けて生活保護世帯を特定し､一方で

医療保険科が不払いになっている世帯を公的医療

保険制度を利用できない世帯と見倣して特定し

た｡これらの情報から､医療保険が利用できない

が生活保護を受給していない世帯を ｢谷間世帯｣

として把握した｡その結果､この谷間世帯は全サ

ンプルの約12.7%と先行研究に比して妥当な水準

となった｡また､貧困線以下の世帯においては､

約3割が谷間世帯と無視できない水準となった｡

併せて､谷間世帯となる要因を探るため､谷間

世帯か否かを示すダミー変数を被説明変数とした

プロビット分析を実施した｡その結果､世帯所得

が低いことや､無職や短期雇用のような雇用環境

であることは､谷間世帯になる可能性を高めるこ

とが示された｡そのほかに､世帯人数が多いこと

や母子世帯であることは､谷間世帯になる確率を

低 くすることが示された｡これらの結果は､鈴

木 ･大日 (2000)で健康保険の未納者の特性とし

て指摘されている､世帯所得の低さ､本人の就業

状態 (仕事なし)､被扶養者の存在などが影響を

及ぼしているという結果と整合的であった｡

更に､サンプルを所得水準が非常に低い貧困世

帯の場合に限ると､全世帯のサンプルの場合と異

なり雇用環境は影響を及ぼさないことが示唆さ

れ､その他の条件が同じであれば､年齢が低いほ

ど無保障状態になりやすいことが示された｡

(2)政策的な示唆

本研究の分析結果から以下の3点の政策的示唆

が得られた｡第一に､谷間世帯が全サンプルで約

1割､貧困世帯で約3割と無視できない規模であ

った｡この点について､従来の社会保険制度と生

活保護制度の別々の対策に加えて､一体的な対応

策の必要性が示されたと考えられる｡
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第二に､谷間世帯になる要因としては､これま

での先行研究で確認されている所得水準の低さや

雇用環境が影響を及ぼしている点が示唆された｡

この点からは､保険料の納付促進策としては､世

帯の経済状況に応じた柔軟な対応を検討すること

の必要性が示唆されていると考えられる｡

第三に､谷間世帯になる要因は､全サンプルと

貧困世帯では異なっており､貧解世帯では､雇用

環境は影響を及ぼさないことが示された｡また､世

帯主の年齢が若いほど谷間世帯になりやすいこと

も示唆さjtたOこの点からは､特に貧困世帯に対

しては､別途対応を検討する必要性が示唆されたO

(3)本研究の限界と今後の課題

最後に本研究の限界と今後の課題について触れ

たい｡第-に､利用した変数や推計方法に一層の

改善が必要である｡本研究では世帯の収入を所得

の合計で捕捉し､資産や貯蓄のデータを利用して

いない｡これは所得再分配調査のデータの限界で

あるが､高齢者世帯で低所得であるが持ち家など

の資産を保有する場合には､実態を正確に反映し

ていない可能性が残っている｡また､同様にデー

タの制約から採用できなかった､健康状態を示す

変数や民間医療保険への加入を示す変数を分析モ

デルに加えた上で､内生性の問題に対処した推定

方法を選択することが望ましい｡更に分析モデル

では不均一分散に対する検定を実施することが望

ましい (松浦 ･マッケンジー,2009)川

第二に､生活保護世帯及び医療費不払い世帯の

特定方法の正確さによっては､谷間世帯の規模が

異なる可能性が残っている｡例えば､生活保護世

帯の推計においては､各種の扶助を単独で受給し

生活扶助を受けていない場合は谷間世帯として把

握されておらず､過小推計になっている可能性が

ある｡但し､生活保護受給世帯の9割は生活扶助

を併給しているため､大きな変動はないと考えら
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れる｡また､医療費不払い世帯のなかには､育児

休暇中や災害などで保険料の免除が認められた世

帯が含まれているため､過大推計の可能性があ

る｡ しかし､推定の条件がある程度安当であれ

ば､その概要は把握できていると考えられる｡今

後は､谷間世帯の把握には､生活保護受給状況や

保険料の減免状況がわかるデータを利用して､よ

り精微な推計が行われることが期待される｡ま

た､2002年までの所得再分配調査を用いて､本研

究の推計方法を実施した上で実際の生活保護受給

世帯数を比較することによって､推計の正確さを

検証することが望ましい｡

第三に､本研究では非谷間世帯に生活保護の受

給世帯を含んでいるが､一般論として､生活保護

世帯とそれ以外の非谷間世帯では特性が異なるこ

とが予想される｡このため､非谷間世帯として両

者をまとめることは適切ではなく､例えば多項プ

ロビット分析や多噴口ジット分析を用いて､両者

の違いもあわせて分析することが望ましい｡しか

し､当該分析については､今後の課題としたい｡

その際には､生活保護側からみた非受給の要因分

析においては､保有資産の状況､親族との人間関

係､スティグマ (stigma)などが重要な変数と

して必要となると考えられる｡
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l補講11
2005年度所得再分配調査による生活保護世帯の推定方法

2005年度の所得再分配調査の個票から一定の条

件を設けて､生活保護世帯を推定する｡当該条件

としては､第-に生活保護からの受給金額が含ま

れる ｢その他社会保障給付｣の金額が 1円以上で

あること､第二に当該その他給付金の受給世帯の

うち､労働災害補償保険からの ｢障害保障年金｣

及び ｢児童手当等｣を受給する場合の予想金額と

異なること､第三に世帯毎に推計した最低生活費

と認定所得の ｢差額｣と ｢その他給付｣の金額が

ほほ一致すること､である｡

第-の条件は､その他給付を受給している世帯

であることである｡所得再分配調査では､生活保

護給付は2005年度より ｢その他の社会保障給付

金｣の欄に含まれているOこのため生活保護を受

給している場合には､このその他給付欄に金額が

記載される｡但し､その他給付には社会保険制度

では ｢労働者災害補償保険1｣からの給付及び公

的医療保険からの ｢一時金 (現金給付部分)｣､社

会福祉制度では ｢児童手当等2｣が含まれてい

る｡尚､失業給付については ｢雇用保険｣の欄が

2005年度調査より新設され､その他給付には含ま

れていない｡

第二の条件は､その他給付の他の社会保障給付

を受けていると判断さjtる世帯として以下の2種

類を除いた｡①年金受給者数が1名以上で､公的

年金給付額が0円の場合には､労働者災害補償保

険からの ｢傷病保障年金｣を受給していると見な

した｡e世帯類型において未婚の子供がいる場合

には､児童手当 ･児童扶養手当の金額を推計し､

その他給付額より低額の場合には児童手当等を受

給しているとみなした｡尚､要件を満たせば､児

童手当と児童扶養手当は併給が可能なため､例え

ば母子家庭で18歳未満の子供が2人の場合には､

児童扶養手当2人分と児童手当2人分の合計金額

(月額5万6720円､年律68万640円)が支給される

と想定した｡

第三の条件は､生活保護を受給している場合に

は､多くの定額の給付と異なり最低生活費が充足

されるように生活保護費の金額が決定されること

を利用し､最低生活費と認定所得の ｢差額｣と

｢その他給付｣の金額がほほ一致する世帯を生活

保護受給世帯とした｡具体的には､まず総所得

(当初所得に年金等の現金給付を含む)から直接

税額 ･社会保険料 ･各種控除を差し引いた ｢認定

所得｣を算出した｡次に､生活扶助基準 (1類卜

生活扶助基準 (2類)･家賃扶助 ･2種類の加算

額を合計した ｢最低生活費｣を算出し､最後に

｢認定所得｣から ｢最低生活費｣を差 し引いた

｢差額｣を ｢その他給付｣の金額と比較した｡こ

の時､世帯単位の認定所得が最低生活費を上回る

場合には､生活保護は受給できない｡また､後で

述べるように算出方法の限界から多少の誤差を含

むものの､認定所得と最低生活費の差額がその他

給付の金額となるはずである｡

1 業務上 (通勤含む)上の事故や災害による佑病を保障する社会保険制度で､保険料は全て事業主負担で､給付は頼養保障給付､休
業補慣給付､傷病保r箪年金などがある｡

2 ｢児童手当｣は小学校3年生までの子供がいる世帯に､1人目5千円､2人目5千円､3人El1万円 (いずれも月額)が支給され

る｡｢児童扶蕃手当｣は､母子家庭などに子供 1人に4万1720円､2人の場合に4万6720円､3人以上の場合は1人当たり3千円

(いずれも月額)が上乗せきれて支給される｡｢特別児童扶養手当｣は障害児を扶養している世帯に､中産の願書の場合は3万3800
円､重度の障害の場合には5万750円 (いずれも月額)が支給される｡
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但し､最低生活費は個票から得られる都道府県

別の生活扶助及び住宅扶助の最高額 (東京都の場

合には84万円)を計算しており､教育扶助 ･介護

扶助 ･出産扶助 ･生業扶助 ･葬祭扶助 ･医療扶助

を含んでいない｡住宅扶助とは､賃貸住宅に住ん

でいる場合に家賃等が支給される制度である｡こ

の住宅扶助の基準額は都道府県及びその給地によ

り異なり､最大は東京都の最大月額69.600円 (単

身世帯は53.500円まで)､最小は旭川市の36,000円

(単身世帯は28.000円まで)となっている｡教育

扶助は世帯に小中学校に就学している児童がいる

場合には月額4,160円 (中学校の場合)に教材 ･

学校給食代が支給される｡介護扶助は､世帯に介

護保険による要介護認定を受けて現物給付を受け

ている場合に､その1割の自己負担金額を支給す

る.また､出産扶助は出産の賛用を､葬祭扶助は

葬式の費用を､生業扶助は職業訓練に必要な費用

を支給する｡

これらに加えて生活扶助には､妊産婦加算 ･母

子加算 ･障害者加算 ･老齢加算 (2007年に廃止)･

介護施設入所者加算 ･在宅患者加算 ･放射線障害

者加算 ･児童養育加算 ･介護保険料加算の8種類

の加算制度がある｡これらのうち､母子加算及び

老齢加算については､所得再分配調査の世帯類型

及び世帯主 ･配偶者年齢等から推計を実施するこ

とができる｡但し､残りの6種類の加算について

は考慮していない｡

そこで､最低生活費と認定所得の ｢差額｣と

｢その他給付額｣の乗離幅が､ここで算出した最

低生活費の90%から110%以内になっている場合

に ｢ほぼ一致している｣とみなしたQ従って､今

回の推計では最低生活費の算出においては､6種

類の扶助及び6種類の加算を考慮していない｡

以上の3点の条件を満たしている世帯を生活保護

世帯とみなした｡
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l補講21

公的医療保険制度の保険料減免の仕組み

1眉 民健康保険

(1)軽減制度

国民健康保険料は世帯毎に前年度の所得や固定

資産税額をもとに世帯単位で計算される｡国民健

廉保険制度の ｢軽減 (減額)制度｣は､前年度所

得が一定水準以下の場合に､被保険者が申請を行

わなくとも､翌年度の保険料は自動的に調整され

る｡減額割合は2割～7割まで様々であるが､全

額を免除される場合はないO尚､減額の割合は､

地方税法施行令第56条の89第五項2により定めら

れる｡

①世帯の所得の合計額が33万円以下の場合､5

割～7割の軽減

(33万円は基礎控除額)

(参世帯の所得の合計額が､｢世帯主を除く被保

険者数に24万5千円を乗じた額｣と33万円の

合計額以下の場合､3割～5割の減額

③世帯の所得の合計額が､｢世帯主を含む被保

険者数に35万円を乗じた額｣と33万円の合計

額以下の場合､2割以下の減額

しかし､一旦決定された国民健廉保険料は年度

途中に減免されることはなく､支払いを猶予して

もらうか (国民健康保険料徴収猶予制度)､当年

度分の分割支払いを選択することができる (国民

健康保険分割納付誓約制度)｡

(2)減免制度

国民健康保険制度の ｢減免制度｣は､地方税第

717粂 3により各自治体の条例で具体的な基準が

決定されるため､統一的な基準は設けられていな

い｡これらの減免制度を受けられる理由として

は､｢特別な事情がある場合や災害にあった場合｣

という規定が多く､具体的な所得水準や内容は個

別の条例等に記載しおり､ホームページなどで告

知していない場合が多い｡このため特殊な場合し

か利用できないと考えられるO

(3)保険料を滞納した場合

保険料を滞納後1年を経過すると ｢資格証明書~リ

を原則として発行することを ｢国民健康保I鋸去｣

(2001年5月施行分)で市田r村に義務付けしてい

る｡資格証明書を発行する際の詳棚は当該法令を

受けて､各市町村が ｢資格証明書交付要項｣にて

定める形になっている｡但 し､｢短期資格証5｣

の発行条件については､国民健康保険法上に定め

は無く､各市町村の ｢資格証明書交付要綱｣に付

随的に定められている｡

尚､2005年の国民健廉保険における滞納世帯率

は18,90/.(但し､加入が確認されている世帯のみ

で､未加入世帯は考慮されていない)で､うち事

実上の無保険状態にあると考えらjtる資格証明書

の発行世帯率は1.3%となっている｡

3 地方税法717条では ｢地方団体の長は､天リとその他特別の事情がある場合において､水利地益税等の減免を必要とすると認める者I

貧困に困り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り､当該地方団体の条例の定めるところにより､当該

水利地益税等を減免することができる｣と定めているC

4 資格証明書の場合には自己負担は10割 (つまり全額)となり､医療;JHの7割分を綾で払戻を受けることができる｡この被保険者の

保険者に対する債権は2年間で消失 (つまり2年経過すると払戻してもらえない)となっている｡

5 短期証明fl,jtは､保険料納付期限を過ぎた場合に市町付が蝕白に発行する証明番で､自己負担は医療資の3割であるが､通常の保険

証では1年の更新期間が,1ケ月～半年拓と短くなっている｡
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2.組合管掌健康保険制度及び組合けんぼ

職域保険においては保険料の ｢減免制度｣につ

いて､特に定めはなく､災害等の場合に政令など

により指示があった場合のみ免除を行う仕組みに

なっている｡尚､自己負担額についても､災害等

の特殊な事情がある場合には､一部の健康保険組

合で独自に補助する制度が設けられている｡

尚､扶養家族が世帯主の社会保険に加入するこ

とができる制度が､職域保険のみに存在する (国

民健康保険には存在 しない)｡従って､職域保険

への加入世帯から扶養関係にある家族の独立した

世帯では､公的医療保険制度の保障を受けている

が､公的医療保険料を負担 していない場合が想定

できる｡但し､健康保険組合によっては世帯が別

となる別居家族は扶養と見なさない場合もある｡

3.調査時点での大規模な災害の有無につ

いて
職域保険及び地域保険では特別な事情や災害に

より所得が大きく減少した場合には､特別に保険

料の免除が認められる場合がある｡2005年度所得

再分配調査の調査時点である2004年におきた大規

模な災害を､｢激甚災害指定を受けたもの｣につ

いて見てみると､以下の8点が挙げられる｡本研

究ではこのような災害による保険料免除を考慮し

ていない｡

①新潟 弓高島豪雨 (2004年7月12日～13E])

②福井豪雨 (7月17日～18日)

③台風第10･11号 (7月29日～8月6日)

④台風第16号 (8月27日～31日)

⑤台風第18号 (9月4日～8日)

⑥台風第21号 (9月26日～30日)

⑦台風第23号 (10月18日～21日)

⑧新潟県中越地震 (10月23日)
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注
1 生活保護を受給する際には､原則として資産を

処分し､貯蓄残高が 1ケ月の生活費の半分以下の

状態になっていなければならない｡

2 但し､単位区を選択して当該単位区について全

数調査する調査方法についてはバイアスの可能性

も指摘されている.

3 但し､2002年度調査までは､生活保護給付額が

独立して明示されているが､2005年度調査からは

生活保護給付金額はその他社会保障給付金に合計

されている｡

4 一般的なOECD方式では､所得を世帯人数の0.5

乗で割 り戻す方式が使われている｡しかし､府川

の等価基準は､世帯人数 1人の場合には1､2人

以降の場合には0.5(但し､15歳未満の世帯員の場

合には0.4)としている｡

5 解職ダミーは､雇用形態で ｢世常人に所得を伴
う仕事を持つものがいない｣場合に1を取るダミ

ー変数と､公的年金の受給緬が0円の場合に1を

取るダミー変数のクロスダミー変数である｡短期

雇用ダミーは､雇用形態で 1年未満の短期雇用の

場合に1を取るダミー変数と､公的年金の受給額

が0円の場合に1を取るダミー変数のクロスダミ

ー変数である｡

6 自営業か否かを示すダミー変数 (自営業ダミー

変数)､自営業のダミー変数は所得再分配調査の調

査項 目で ｢自営業 (雇い人あり)｣及び ｢自営業

(雇い人なし)｣のどちらかに該当する場合に1を､

それ以外の場合に0を取るダミー変数とした｡
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Utili2ntionofmedicalservicecoverageinlow-income

households

KawaguchiHiroyuki*1,Masakoli*2

Abstract

PurposeoftheStudy

ThepresentstudyaimstoclarifytheactualsituationofutilizationofbothcontributionsandbeneBtsofoursocial

securitysystem,focusingonwhatwecallasthepiぬllhouseholds.Wedefine"piぬllhouseholds"aslow-income

householdswhodonotpaysocialinsurancepremiums,butnotlowenough toqualifyforwelfarebenefits.Wh ena

memberofthehouseholdissick,theycannotrelyonpublicmedicalservicecoverage.Iftheproportionofpitfall

householdshasincreasedinrecentyears,possiblecountermeasuresforthisproblemshouldbediscussed.

Methodology

Todeterminethenumberofsuch"pitfallhouseholds",wehadaccesstothemicrodataoftheSurveyof

RedistributionofIncomebytheMinistryofHealth,hborandWe血reofJapan.Spec抗Cal1y,weidentiRedthepitfall

householdsinthesampleintwosteps;丘rstweidenti月edthehouseholdsthathadnotpaidpublichealthinsurance

premiums,andthenidenti丘edthosethatwerenotreceivingwelfarebenefits.Wethencomparedbasicstatisticsofthe

pitfallhouseholdswiththeotherhouseholds.Wealsoconductedprobitanalysistoidentifyfactorscontributingtoa

householdbecomingapitfallhousehold.

Results

Accordingtotheresults,12.7%ofthesamplehouseholdswereclassi月edaspiぬ11households.Weconsidered

thisproportiontobereasonablecomparedwiththeresultsofpreviousstudies.neresultsoftheprobitanalysis

confirmedourhypothesisthatliquidityconstraintisafactorinfluenciTlgnOn{OVerageOfmedicalservices.Wealso

found仇atunstableemploymentincreased仇eprobabilityofahouseholdbecomingapiぬllhousehold.Conversely,

largerhouseholdsandhouseholdsledbysinglemo仇ershadalowerprobabilityofbecomingpiぬIlhouseholds.Ina

sub-samplethatincludedonlyhouseholdsbelowthepovertyIine,theprobabilityofbeingapitfallhouseholdshowed

aninversecorrelationwi仇theageof山eheadofmehousehold.

lKeywords]medicalservicecoverage,non-coverage,pitfallhousehold

*1 AssoeiateProfessor.GraduateSchoolJnrerllarionalUnlVerSlryOfHealthandWelfare
*2 Professor.SchooloflnternatlOnalandPubLICPolicy.HlrOtSubashLUniversity
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